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（２）調整指数表（調整基準表）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
該当する場合のみ必要が必要となる書類 P28 

入
園
・
延
長
選
考
と
申
込
み 

類型 細目 加算指数 条件・例外等

①文京区民である。 4
住民票及び居住実態のある者（児童及び保護者）。入所希望月の1日までに文京区へ転
入する者を含む。

②文京区民以外の区内在勤者・在学者である。 1

新規 新規入所である。 1 区内認可保育施設未入所児が対象。

生活保護 生活保護受給世帯である。 4 扶助証明必要。転園申請者は対象外。

里親 児童福祉法第6条の4に規定する里親である。 3 養育里親、養子縁組里親、親族里親又は専門養育里親が対象。

①ひとり親世帯である。 3

死別、離婚、離婚調停中の者又は婚姻によらないで母又は父になった者。戸籍謄本・家
裁の調停申立書等による証明が必要。ひとり親家庭の状況申告書が未記入の場合や同一
住所・同一建物に住民票がある場合（別居の実態を証明する書類の提出がある場合は除
く。）は対象外。

②別居の状態にある。 1

別居の場合は、別居の実態が確認できる場合かつ保育の援助が必要であることを証明で
きる場合のみ加点対象です。自宅と別居先が、特別な事情がなく近隣であると判断され
る場合は認められません。
単身赴任の予定で、申込み時点で別居状態にない場合は、入所希望日時点で別居予定と
なる証明があれば対象。
単身赴任等により申込み時点で別居状態にあり、入所希望日以降も継続する予定の者。
就労証明書の備考欄に単身赴任の旨の記載がないものは対象外。
ひとり親家庭の状況申告書が未記入の場合は対象外。

①きょうだいが区内認可保育施設在園である。 2 きょうだいが区内認可保育施設に在園している場合に対象。

②小学校３年生までのきょうだいがいる。 1

③申込児が多胎児 2 新規の同時申請の場合のみ対象。

①申込児が身体障害者手帳、愛の手帳の交付を受けて
いる。またはそれに準ずる場合。

2

②保護者が身体障害者手帳３級以上、愛の手帳４度以
上、精神障害者保健福祉手帳３級以上の交付を受けて
いる。または申込児のきょうだいが身体障害者手帳、
愛の手帳の交付を受けている。またはそれに準ずる場
合。

1 基本指数の類型が「障害」、きょうだいの「看護・介護」以外の場合が対象。

受託
月48時間以上、区外認可保育施設・認可外保育施設
等（幼稚園含む）に継続して６か月以上預けており、
受託証明書の提出がある。

1 育児休業取得期間は対象期間から除く。

待機
入所申請から６か月以上待機している。
(転所の場合を含む）

1 育児休業取得期間は対象期間から除く。

親族 近隣在住で保育に協力できる祖父母がいない。 1
近隣在住（同居及び保護者住所地から500m以内）の祖父母（入所希望月の1日時点で
65歳未満）が就労、就学、療養等の状況になく、日中保育にあたれる場合を除く。

卒園児
年齢上限のある区内の認可保育施設の卒園に伴う入所
申込みである。

2
本冊子52頁「２・３歳までの保育所卒園後の保育」中の「（１）卒園後に再度入園申
込みが必要な保育所」を卒園する文京区在住の児童で、引続き４月入所を希望する場合
のみ対象。

失業者
主として生計を維持する者が入園希望月の申込受付開
始日より３か月以内に失業し、就労の必要性が高い。

2 前年（前々年）の収入が高い方の保護者の失業に伴って、求職中要件での申請の場合。

育休明け
育児休業の為、区内認可保育施設を卒園前に退園し、
復職時に伴う再入園の申込となる。（きょうだい同時
申請の場合に限る。）

3
出産月の前後２か月の間に、育児休業取得に伴い、区内認可保育施設を退園し、退園か
ら１年以上経過後、育児休業終了に伴い退園した児童と育休に係る児童が同時に入園申
込の場合。

辞退
入所申請した同じ年度中に区内認可保育施設の内定を
辞退している。

Ü 新規・受託・待機の加算は行わない。

滞納 保護者に保育料・延長保育料の滞納がある。 Ü
調整指数の計上は全て行わない。転園、延長保育は選考外。
滞納については、申込締切時に３か月分以上の保育料・延長保育料の未納がある者が対
象。

世帯の状況

区民

ひとり親

障害

多子

※多子は保育所入所年齢（生後４か月以上）で、保育所入所申込みがなく、認可外保育施設等（幼稚園含む）にも未入所の児童が一人でもいる場合は対象外。


